
第１１２号議案 

   足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１５年１２月１日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

足立区職員の給与に関する条例（昭和５０年足立区条例第１３号）の 

一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項第１号中「１７万７，４００円」を「１７万５，６０ 

０円」に改める。 

第１２条第３項第１号及び第２号中「１万６，２００円」を「１万５， 

７００円」に改め、同項第４号中「４，０００円」を「４，５００円」 

に改める。 

 第１６条第２項各号列記以外の部分中「月額」を「額」に改め、同項 

第１号中「１月」を「支給対象期間（６箇月を超えない範囲内で人事委 

員会が定める期間。以下同じ。）」に、「（その額が４万５，５００円 

を超えるときは、４万５，５００円）」を「。ただし、運賃等相当額を 

支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数（以下「支給月数」とい 

う。）で除して得た額が５万５，０００円を超えるときは、５万５，０ 

００円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同項第２号中「同表に 

掲げる額」の次に「に支給月数を乗じて得た額」を加え、同項第３号中 

「が４万５，５００円を超えるときは、４万５，５００円」を「を支給 

月数で除して得た額が５万５，０００円を超えるときは、５万５，００ 

０円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第３項中「月額」を 

「額」に、「１箇月」を「支給対象期間」に、「が２万円を超えるとき 

は、２万円」を「を支給月数で除して得た額が２万円を超えるときは、 

２万円に当該支給月数を乗じて得た額」に改め、同条第４項中「月額」 

を「額」に改め、同条第５項中「の支給」の次に「及び返納」を加え、 



同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会が定め 

る事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの 

事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会が定める額を返納させる 

ものとする。 

 第２９条第２項中「１００分の５０」を「１００分の２５」に改め、 

同条第３項中「１００分の５０」を「１００分の２５」に、「１００分 

の２５」を「１００分の１０」に改める。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。













 別表第３の３５キロメートル以上４０キロメートル未満の項及び４０ 

キロメートル以上の項中「１１，０００」を「１３，０００」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１月１日から施行する。ただし、第１６条 

第２項から第６項までの改正規定は同年４月１日から施行する。 

 （最高号給を超える給料月額の切替え等） 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第４項に 

おいて同じ。）の施行の日（以下「施行日」という。）の前日におい 

て、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行 

日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期 

間は、特別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）が定める。 

 （施行日前の異動者の号給等の調整） 

３ 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定め 

るこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを 

受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級 

を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる 

限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行う 

ことができる。 

（平成１６年３月に支給する期末手当に関する特例措置） 

４ 平成１６年３月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後 

の足立区職員の給与に関する条例第２９条第２項（同条第３項の規定 

により読み替えて適用する場合を含む。）、第４項及び第５項又は外 

国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（ 

昭和６３年足立区条例第４０号）第４条第１項の規定にかかわらず、 

これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「 

基準額」という。）から、次に掲げる額の合計額（人事委員会が定め 

る職員にあつては、第１号に掲げる額又は第１号及び第２号若しくは 

第１号及び第３号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整す 



べき額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合におい 

て、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しな 

い。 

 （１） 平成１５年４月１日（同月２日から平成１６年３月１日まで 

の間に新たに職員となつた者（平成１５年４月１日に在職して 

いた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除 

く。）にあつては、新たに職員となつた日（当該日が２以上あ 

るときは、当該日のうち人事委員会が定める日））において職 

員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶 

養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当（第 

１６条の２第２項に規定する規則で定める額を除く。）の月額 

の合計額に１００分の０．７９を乗じて得た額に、同年４月か 

ら施行日の属する月の前月までの月数（同年４月１日から施行 

日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給 

されなかつた期間その他の人事委員会が定める期間がある職員 

にあつては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定 

める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

（２） 平成１５年６月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額 

に１００分の０．７９を乗じて得た額 

（３） 平成１５年１２月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計 

額に１００分の０．７９を乗じて得た額 

５ 平成１５年４月１日から平成１６年３月１日までの間において、他 

の特別区の職員であつた者その他の人事委員会が定める職員から引き 

続き新たに職員になつた者で任用の事情を考慮して人事委員会が定め 

るものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」 

とあるのは「他の特別区の職員であつた者その他の人事委員会が定め 

る者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第１号に掲げ 

る額又は第１号及び第２号若しくは第１号及び第３号に掲げる額の合 

計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。 



 （委任） 

６ この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、 

人事委員会が定める。 

 

 （提案理由） 

 職員の給与を改定する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


